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（単位 ： 円）

（利益剰余金として次年度へ）

（単位 ： 円）

（４月～７月）

備　　　考

備　　　考

入学考査料

基金預金利息

△ 1,410,000,020

２７年度同意済企業債の未発行分 1,290,200,000

差　引 0

資本的収入・支出　差引 △ 3,977,445,134

2,687,245,134２７年度一般会計より引継ぎ資金

567,886

備　　　考

（病院事業債特別枠）

負担金

項）建設改良費 10,159,291,000 △ 633,033,000 1,334,000,000 10,860,258,000 10,859,690,114 567,886

資本的支出 10,159,291,000 △ 633,033,000 1,334,000,000 10,860,258,000 10,859,690,114

区　　　分
予　　　　　算　　　　　額

決　算　額 不　用　額
当初予算額

備　　　考
補正予算額

法第２６条の規定による
繰　越　額 合　　　計

0

項）企　業　債 1,926,300,000 1,925,900,000 325,500,000 4,177,700,000 2,887,500,000 △ 1,290,200,000

項）負　担　金 4,579,600,000 △ 1,925,900,000 773,600,000 3,427,300,000 3,427,300,000

項）補　助　金 937,926,000 △ 485,581,000 234,900,000 687,245,000 567,444,980 △ 119,800,020

資本的収入 7,443,826,000 △ 485,581,000 1,334,000,000 8,292,245,000 6,882,244,980

区　　　分
予　　　　　算　　　　　額

決　算　額 不　用　額
当初予算額 補正予算額

法第２６条の規定による
繰　越　額 合　　　計

項）予備費 0 0 0 0 0

病院事業収益・費用　差引 8,769,289

項）特別損失 0 0 0 0 0

項）医業外費用 7,887,000 △ 1,498,000 6,389,000 6,388,556 444

項）医業費用 286,021,000 115,000,000 401,021,000 348,941,483 52,079,517

病院事業費用 293,908,000 113,502,000 407,410,000 355,330,039 52,079,961

区　　　分
予　　　　　算　　　　　額

決　算　額 不　用　額
当初予算額 補正予算額 合　　　計

項）特別収益 7,268,000 0 7,268,000 7,267,650 △ 350

項）看護師養成事業収益 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0

項）医業外収益 229,270,000 61,232,000 290,502,000 355,031,678 64,529,678

区　　　分
予　　　　　算　　　　　額

決　算　額 不　用　額
当初予算額 補正予算額 合　　　計

項）医業収益 0 0 0 0 0

病院事業収益 236,538,000 63,032,000 299,570,000 364,099,328 64,529,328

認第1号 平成２７年度 南和広域医療組合病院事業会計決算(８月～３月）について 資料２

資本的収入・支出

病院事業収益・費用

【工事請負費】の内訳
救急病院 7,763,880 千円

吉野病院改修 49,140
標識看板 23,890
バイオマスボイラー等 44,280

【医業費用】の内訳 千円

給与費 23,461

経　費（運営費負担金） 155,290

経　費（委託料） 　 89,410

経　費（消耗品等） 48,504

経　費（その他経費） 32,276

【医業外収益】の内訳 千円

負担金 166,741

補助金 184,218

その他 4,072

工事請負費 7,881,199 千円

工事事務費 174,131

器械備品購入 2,804,359
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補正予算額 １９０，９９６千円

【補正理由１】 事業費の増に伴う財源の精査による企業債の増など

項）補 助 金

目）県補助金

・地域医療再生基金事業費県補助金 ････････ １６，０９４千円

項）負 担 金

目）他会計負担金

・市町村事業費負担金 ････････ ３３，４４４千円

項）企 業 債

目）企 業 債

・病院事業債 ････････ １４１，４５８千円

※補正前予算額 ２，０８８，３３０千円

補正後予算額 ２，２７９，３２６千円

議第23号 平成28年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算（第１号）（案）について（その１）

補正予算額 １９０，９９６千円

【補正理由１】 工事進捗に伴う事業費の精査による

病院改築事業費の減など

目）病院改築事業費
（工事請負費）

・五條病院改修工事 ･･････ △ ２８，４７０千円

（工事事務費）

・改修工事設計業務委託 ･･････ ３，６１６千円

【補正理由２】 医療機能の見直しに伴う

医療機器の充実（ＣＴの導入等）による

器械備品購入費の増

目）器械備品購入費

（医療機器購入費）

・医療機器購入 ････････ ２１５，８５０千円

※補正前予算額 ２，０８８，３３０千円

補正後予算額 ２，２７９，３２６千円

五條病院 補正予算の概要

資本的支出

資料３①

補正予算額 １３，８５６千円

【補正理由２】 事業費の増に伴う財源の精査による県補助金の増

項）医業収益

目）県補助金

・地域医療再生基金事業費県補助金 ････････ １３，８５６千円

補正予算額 １３，８５６千円

【補正理由３】改修工事に支障となる備品の移設に係る経費の増

項）医業費用

目）経 費

・委託料（移設業務） ････････ １３，８５６千円

資本的収入

病院事業収益 病院事業費用
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資本的収入

補正予算額 △ ２０４，８５２千円

【補正理由１】 事業進捗に伴う国庫補助金等の財源の精査による

企業債等の減など

項）補 助 金

目）県補助金

・地域医療再生基金事業費県補助金 ････････ △ ２９，９５０千円

項）負 担 金

目）他会計負担金

・市町村事業費負担金 ････････ △ ３３，４４４千円

項）企 業 債

目）企 業 債

・病院事業債 ････････ △ １４１，４５８千円

※補正前予算額 １，８１７，９３９千円

補正後予算額 １，６１３，０８７千円

議第23号 平成28年度南和広域医療企業団病院事業会計補正予算（第１号）（案）について（その２）

補正予算額 △ ２０４，８５２千円

【補正理由１】 医療情報システム整備及び

医療機器整備事業費等の精査による

器械備品購入費の減など

目）病院改築事業費

（工事事務費）

・業務システム委託料 ･･････ △ １０，０００千円

・業務支援委託料 ･･････ △ ２５，０００千円

目）器械備品購入費

（医療機器購入費）

・医療機器購入 ････････ △ ４５，８６７千円

・既存医療機器購入負担金 ････････ △ １３，８６８千円

（器具備品購入費）

・医療情報システム整備 ････････ △ １１０，１１７千円

※補正前予算額 １，８１７，９３９千円

補正後予算額 １，６１３，０８７千円

南奈良総合医療センター 資本的収支補正予算の概要

資本的支出

資料３②
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議第２４号  南和広域医療企業団個人情報保護条例の一部改正について 

○番号法３１条では、地方公共団体は法の趣旨の踏まえて条

例整備することを求めており、その主な項目は次のとおり。 

 なお、情報提供等記録（第３０条）とそれ以外の特定個人

情報（第２９条）とでは保護措置に違いがある。  

項   目 番号法第２９条 番号法第３ ０条

対象の範囲 情報提供等記録を除く 特定個人情報 情報提供等記録

目的外利用 人の生命等保護 （本人同意） と，  

激甚災害時の金銭支払いに限定 

目的外利用を禁止

外部提供 番号法第１９条各号の事務 （情報提供ネッ トワーク，安全措  

置が講じられている方法） に限定 

開示請求者 任意代理人による請求が可能

他法令の開示 

制度との調整 

他の法令による開示制度との調整規定を除外  

（他法令と重複して開示を実施） 

訂正請求者 任意代理人による請求が可能

訂正の通知先 総務大臣及び情報照会者  

又は情報提供者に通知 

利用停止請求者 任意代理人による請求が可能 利用停止請求を禁止

利用停止等の事由 利用停止等の請求事由を追加

開示・訂正の移送 事案移送を禁止

２．主 な ポ イ ン ト 

 施行日：公布日（情報提供等記録に関しては番号法附則第１条第５号 

     に規定する政令で定める日） 

４．施 行 日 

平成２９年１月に予定されている番号法の全面施行を踏

まえ、同法で求められているマイナンバーを内容に含む特定

個人情報の厳格な保護措置に対応するため、企業団の個人情

報保護条例を一部改正する。 

１．改 正 趣 旨 

①特定個人情報、保有特定個人情報及び情報提供等記録について定義する。（第２条関係）

②特定個人情報及び情報提供等記録の目的外利用について以下のとおり制限する。 

（第８条の２関係） 

・「特定個人情報」の目的外利用は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で 

あって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合に限り認める。 

③特定個人情報の提供は番号法１９条各号に該当する場合に制限する。（第８条の３関係） 

④特定個人情報及び情報提供等記録について、任意代理人による開示・訂正・利用停止

請求を認める。（第１１条～第１２条関係等） 

※ただし「情報提供等記録」については、利用停止請求自体を認めない。 

⑤情報提供等記録について、事案の移送を認めない。（第２０条･第３２条関係）

⑥特定個人情報及び情報提供等記録について、他の法令等による開示の実施との調整を

行わない。（第２３条関係） 

⑦情報提供等記録について訂正があった場合、総務大臣及び情報照会者又は情報提供者

に通知する。（第３３条の２関係） 

⑧利用停止等の請求事由は、番号法第２９条において特定個人情報の利用停止等の請求

が次の場合にも認められているので同様に規定する。（第３４条関係） 

 ・目的外利用の制限の規定に違反したとき ・収集及び保管の制限の規定に違反したとき 

 ・特定個人情報ファイル作成の制限の規定に違反したとき ・提供の制限の規定に違反したとき 

なお、情報提供等記録については、システム上自動保存されるものであり、利用制限等に違反す 

る取扱が想定されていないため、利用停止請求は認められない。 

３．主 な 改 正 内 容 

資料 ４
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